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各
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計
決
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発
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審
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、
水
道
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会
計
決
算
審
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、
財
政
健
全
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及
び
経

営
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全
化
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、
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ま
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▼
審
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6
月
4
日
〜
8
月
23
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※ 
決
算
審
査
意
見
書
は
市
役
所
１
階
市
民

コ
ー
ナ
ー
で
閲
覧
で
き
る
ほ
か
、
市
ホ

ー
ム
ペ
ー
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も
掲
載
し
て
い
ま
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。
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監
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委
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局

 
（
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3
0
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期
高
齢
者
医
療
保
険
料
（
普
通
徴
収
第
6

期
）
の
納
期
限
は
12
月
25
日
㈫
で
す
。

　

納
付
に
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、
便
利
な
口
座
振
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あ
り
ま
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だ
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。
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民
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1
7
7
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、
高
齢
・
介
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5
7
2
0
）
、
年
金
・
長
寿
医
療
Ｇ

（
☎
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2
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3
7
）

～年末年始の火災予防～

～住宅用火災警報器の　
　設置はお済みですか～

　住宅火災から大切な家族や財産を守るため、
住宅用火災警報器を早期に設置しましょう。

問い合わせ　消防本部総務グループ
（☎85９６１１）

室蘭警察署からのお知らせ
日本人拉致問題をはじめとする
北朝鮮による人権侵害問題への
関心を高めよう
12月10日㈪～16日㈰は『北朝鮮人権
侵害問題啓発週間』です。
北朝鮮当局による人権侵害問題に関
する国民の認識を深め、国際社会と
連携して実態を解明し、その抑止を
図ることを目的としています。

　12月15日㈯～１月10日㈭に年末年始特別警戒
を実施します。
　年末年始は、慌ただしく、火に対する注意が
薄れるため、火災が多く発生する時季です。日
頃から、一人ひとりが、火に対する正しい取り
扱いを身に付け、家庭から火災を出さないよう
に次のことに注意しましょう。

●コンロのそばを離れるときは、必ず火を消す
●石油ストーブは、確実に火が消えてから給油
する
●ライターやマッチは、しっかりと管理し子ど
もの目に触れない場所に置く
●電気器具のコンセントは、定期的に清掃し、
たこ足配線をしない
●家の周りは、常に整理整頓し燃えやすいもの
を置かない
●物置や車庫などは、
施錠する
●寝たばこやたばこ
の投げ捨てをしな
い
●外出するときや就
寝時は、必ず戸締
りや火の元を確か
める

広報のぼりべつ2012年12月号 20
くらしのガイド　　　
市や国、道からのお知らせ


